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米蚕再編等に係る防衛宥♂)見解について(照会)

山汀県及ぷ署周牒烏､ニの度の在日米軍再編に係る厚木基地から岩国基拙への

空母艦載粍の移駐については､当臥｢騒音のたらい回し_ として反対しておりま

したが､汚編ソ.り1約は､軌ヒカの経持と沖縄を軒心とする地元負担の軽液であり､
姻別の渾編泰㍑守藩とし.て/くノノナ･冊ジであると国から説明を受けてきたことから､

国の外交･防衛粍策を韓壷し､=かに協力する立場で対応L′てきたところであり
吏すくつ

また､ノに軍再編問題に村しては､!~これ以ヒの負担増は認められない｢普天間

基脾移設こ′)見通しが立たないうちに､厚木基飽の空母鑑戟機の移駐のみを印り離

して進ぎ)ること詫説ほ)らか/ない｣という県･帯共通の基本スタンスで対処してき
たところごあぎノ 去るユl月17日の政府穿望時に璃､防衛大臣に対し.､ニのよ

っ′∫･鼻:県･‡彬)米震醇編問題に対する基本スタンス等を申t′伝尤〉､国ク)誠還ある対
応を求めたとニ/~)であ㌢j去す

宗う去でもなく､外交･陸衡敵策は国の専管審項'であり､塞箪再編を進琉るに
当たって…三こ､国と畠治棒がお亙Ⅴ湾立場を尊重し､そ跡隠頼閑榛償上に立って､

監ずは､匡削娃揉に村し/＼卜分な訴明を行い､理解と協力を得る必要があり華す
さらに､臆フこ;ニは､安心･安全対簡や地域振輿欝∴海土自衛闇睾残留など､解

決すハこき多く乙′ヱノ諜程享,残さ涼盲ていることから､国茫テ責任において､地元の要望を

l一分受け県め､理解と協プメを得るための更なる努舟が戒､栗であります

っき≡;/こ…ち 下記について∴防衛省の鼠鮨をお示しいただき妾すようお願い

申L上〃悠す

1 岩国基地に係る米軍醇編を問纏について軋｢こカ/も以上の負担増は認められない｡

普矧閣基地移設の見通しが立たないうらに､抒東基地の空賢艦載機の移駐のみ

を切り離して湛めることは喜邑められないこ､j といラ県･市の一致した基奉スタン

スを尊重した対応を行うこと｡

2 具体的に空抒鑑扱接許隊の移駐等を案施する際に技､醤慨貴任において､あ

らかじ捌亀フこ,7)理解を簿て遅めること｡

:う 安心･安全対黄､地域坂興策等プ)地義要望については､最太限配慮すること｡
なお､海上自衛隊の残留については､草瓢二決定を行うことち′


